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国防権限法（National Defense Authorization Act）が12月に改正され、「米国国防総省（DOD）に
よる審査が必要となるHSR届出対象取引の当事者で、米国司法省（DOJ）または連邦取引委員会
（FTC）への届出および補足情報の提供をする必要がある者は、・・・待機期間中に米国国防総省
に当該情報を同時に提供しなければならない。」と規定された。この改正は、防衛産業基盤におけ
る競争を害するおそれのある取引を米国国防総省が特定することのサポートとなることを意図され
たものである。しかし、現時点では、DODによる取引の審査に強制的なトリガーがないため、どの
取引がDODによる「審査が必要となる」取引に該当するのか、それらが通知義務を発生させるかは
不明である。

他方、DODの産業基盤政策M&A室（Industrial Base Policy M&A Office）は、米国国防総省指令
（DOD Directive）5000.62の下、「国防長官、国防副長官、USD（AT&L）、または、DASD
（MIBP）が主要な供給源として指定する元請業者または下請業者」と定義される「主要な軍需企業
（major defense suppliers）」が関与する取引を審査する裁量権を有する。さらに、特段の指定な
く主要な軍需企業とみなされる特定の元請業者のグループもある。加えて、すべてのHSR届出対象
取引にDODに対する通知が必要なのか、それとも独占禁止法当局に「補足情報（supplementary
information）」の提出が義務付けられる取引のみに通知が必要なのかについても、曖昧さが残る。
換言すると、法律の文言に基づけば、DODに対する通知のトリガーとなる要件はHSRに基づく届出
ではなく、調査開始とHSRに基づく届出を補足するための待機期間中の情報提供であると解する余
地がある。

事前届出室（Premerger Notification Office）もDODも、この文言をどのように解釈するか、当該通
知をどのように行うかの方法について公式のガイドラインを公表していない。防衛産業に関連する
取引に従事する当事者は、通知要件を検討するために、経験豊富な独占禁止法を専門分野とする弁
護士に相談する必要がある。
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